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特 記 仕 様 書 
                       

 
（適用範囲） 

第１条 本特記仕様書は、諏訪市（以下「発注者」という。）が委託する「令和７年度 強

化型橋梁点検業務委託」に適用する。  
 
（業務管理） 

第２条 受注者は委託契約書、設計図書、本特記仕様書、長野県土木部「設計・測量・調

査業務委託関係集」、業務打ち合わせ書及び関係法規を尊重し、市長の指定した職員（以

下「監督職員」という。）の指示を受け正確に施行しなければならない。  
 
（業務目的） 

第３条 本業務は、直近に行った橋梁の定期点検業務で告示に基づく健全性の診断の区分

がⅢであり、かつ発注者が追跡調査を必要と判断した橋梁について、点検・監視するこ

とにより良好な維持管理に資することを目的とする。  
 
（業務内容） 

第４条 受注者は、第３条の目的を達成するため、強化型点検対象橋梁（別紙橋梁リスト

参照）について、過去の定期検査業務で判定区分Ⅲと判定された部材のみ点検を行い、

部材毎の判定及び検証と対策案の提案を行う。  
また、定期点検対象橋梁については、定期点検に準じた内容での点検を行い、同様に  

部材毎の判定及び検証と対策案の提案を行う。  
 

（履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、契約日から令和８年３月２７日までとする。  
 
（技術者の配置等について） 

第６条 管理技術者は、業務全般にわたる技術監理を行うものとし、以下の要件を満たす

技術者を配置しなければならない。  
１）技術士法第３２条により登録された直接雇用する技術士（建設部門の、「鋼構造及び

コンクリート」又は RCCM「鋼構造及びコンクリート」）を有するもの。  
２）過去５年間に完了した実務経験として、同等の点検業務の実績を有するもの。  

 
（業務計画書の作成） 

第７条 受託者は、業務に先立ち下記内容を記した業務計画書を作成し監督員に提出する

ものとする。  
 １）業務概要  

２）実施方針  
３）業務工程  
４）業務組織計画  
５）打ち合わせ計画  
６）成果品の内容、部数  
７）使用する主な図書及び基準  
８）連絡体制  
９）その他  

 
 
 



 
 

（打合せ協議） 

第８条 受託者は、着手時、中間（１回）、納品時及び成果品の照査段階に必要な資料を揃

え、監督員と打合せを行うこととする。新たな業務の追加が無い限り、打合せ協議回数

は変更しない。また、各作業段階での確認、随時打合せ等はこれらに含まれるものとし、

変更対象としない。  
 
（検査） 

第９条 受託者は、作業中たえず点検及び品質管理を行い、作業の最終段階においては、

全体的な点検、検査を行うものとする。また、成果品の照査段階において、照査技術者

立会いの上、監督員による照査内容の確認を受けるものとする。  
 
（成果品） 

第１０条 本業務における成果品は、以下のとおりとする。  
 １）強化型点検対象橋梁に関しては、橋梁点検結果取りまとめ用「点検強化型管理によ

る点検票（まとめ用）」（書式は別紙参照のこと）  
 ２）その他、監督員が指示したもの 

 
（成果品の瑕疵） 

第１１条 受注者は、成果品の引渡し後といえども、受注者の瑕疵による不良個所が発見

された場合は、発注者が必要と認める改善の処置を受注者の負担で行わなければならな

い。  
 
（成果品の帰属） 

第１２条 本業務により作成した成果品等の版権は、発注者に帰属する。受注者は、発注

者の許可なく成果品等の複製並びに、他者に貸与してはならない。  
 
（秘密の保持） 

第１３条 受託者は、業務内容及びその成果を発注者の承認を得ずに第三者に知らせては

ならない。  
 
（その他） 

第１４条 受注者は、次の内容についても順守するものとする。  
１）本特記仕様書に記載のない事項については、監督員の指示に従わなければならない。 
２）現地調査等のため第三者の土地への立ち入り、又は一般の交通に支障を及ぼすこと

等、第三者に損害を与えるおそれのある時は、予め監督職員と細部にわたり打合せを

行い、事故やトラブル防止等に努めること。なお、監督職員の承諾なくして第三者に

損害を与えた時は、受注者において解決すること。  
３）業務を進める中で新たに検討が必要な事項が生じた場合は、変更協議の対象とする。 

 ４）過去５年間に完了した実務経験として、跨道橋における同等の点検業務の実績を有

すること。  
 




